
 

 

 

深川市農業委員会総会議事録 

（ 第 ７ 回 ） 

 

 

令和７年１０月３０日 

開 会 １ ０ 時 ０ ０ 分 

閉 会 １ ０ 時 ３ ５ 分 

 

 



深川市農業委員会委員出席者名簿 

 

議 席 氏 名 出席委員 欠席委員 

１ 五 十 嵐    剛 ○  

２ 清 水 正 勝 ○  

３ 山 和 徹 ○  

４ 冨 川 裕 一 〇  
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６ 近 藤 洋 介 ○  
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８ 大 森 毅 英 ○  

９ 吉 川 永 充 ○  

１０ 木 根 和 美 〇  

１１ 増 田 貴 志 ○  

１２ 光 富 靖 展 〇  

１３ 大 谷 内    清 ○  

１４ 井  優 ○  

１５ 板 垣 昭 仁 〇  
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１７ 尾 崎 成 宣 ○  
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１９ 水 野 静 也 ○  
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２４ 塩 総 徳 ○  

２５ 下  坂  多 伊 子 ○  

２６ 中 川 幸 生 ○  

２７ 宮 武  努 ○  
 



第７回深川市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時     令和７年１０月３０日（木）１０時００分 

２ 開催場所    市役所大会議室 

３ 出席委員    五十嵐 剛委員 外２６名 

４ 説 明 員    黒田局長・山本係長・宮谷主査・袴田主査・成田主事 

５ 書  記     成田主事 
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開会宣言（１０時００分） 

只今から、令和７年度 第７回深川市農業委員会総会を開催いたします。会長よりご

挨拶をいただきまして、総会を始めさせていただきます。 

              

おはようございます。悪天候が続いて畑作業があまり進んでいない中で、やっ

と天気が良い日がきたと思ったら総会ですけど、そのうち天気の良い日はあり

ますので、慌てずに行きたいなと思っております。農林水産大臣が変わって、前

内閣と方針が違いますので、基本計画の内容がどのように変わるのか不透明な

部分が多いですし、米価について政府はコミットしないとの発言もしておりま

したので、これから再設定がはじまりますけど、米価の高騰もありましたので、

農地の価格については地域の中でしっかりと協議してもらって、買い手、売り

手、双方が納得できるような形で進めなければなりませんので、丁寧な説明を

していただければと思います。それでは令和７年度第７回総会に入りますので、

よろしくご審議お願いいたします。 

 

日程第１、議事録署名委員を指名します。 

３番山崎委員、４番冨川委員を指名します。 

 

次に、日程第２、諸般報告の（１）農業行政報告はありませんので、（２）農

業委員会業務報告を、局長より報告願います。 

 

９月２９日の総会以降、本日の総会前までの主な業務につきましては、お手元に配付

のとおりであります。以上で農業委員会業務報告を終わります。 

 

次に、日程第３、委員会報告に入ります。 

（１）農地特別委員会開催結果報告を青木委員長より報告願います。 

 

  （資料に基づき説明） 

 

ここで総会を暫時休憩します。 

深川市農業委員協議会に入ります。 

 

（協議会１０：１０から１０：１５） 

深川市農業委員協議会を終了し、総会を再開します。 

報告が終わりましたが、質疑はありませんか。 

 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑なしということで報告のとおりを承認いたします。 
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（２）農政特別委員会開催結果報告を清水委員長より報告願います。 

 

  （資料に基づき説明） 

 

報告が終わりましたが、質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑なしということで報告のとおりを承認いたします。 

 

（３）農民特別委員会開催結果報告を宮武委員長より報告願います。 

 

   （資料に基づき説明） 

 

報告が終わりましたが、質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑なしということで報告のとおりを承認いたします。 

 

次に、日程第４、報告に入ります。 

 

報告第１号 調整委員の指名について、事務局より説明願います。 

 

農用地利用関係調整事務取扱要綱第５条第１号の規定により、記載のとおり調整委

員を指名しましたので、ご報告いたします。今月は４件で、番号１番から２番が売買に

係るあっせん申し出、番号３番から４番は賃貸借に係るあっせん申し出です。申出年月

日と指名年月日は、すべて令和７年１０月１日です。あっせん申出者、土地の所在等そ

の他詳細につきましては記載のとおりです。 

説明は以上です。 

 

説明が終わりましたが、質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

それでは質疑なしということで報告第１号を承認いたします。 

 

次に、日程第５、議案に入ります。 

 

議案第１号 農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請についてを議

題とします。事務局より説明願います。 

 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８

条第１１項の規定により、農地中間管理機構に対し下記に係る農用地利用集積

等促進計画を定めるよう要請するため、審議をお願いいたします。今月は４件

で、番号１番から２番が売買の案件、番号３番から４番が賃貸借の案件です。

番号１番から２番は、北海道農業公社の農地売買等事業の即売りです。番号１

番は、出し手が経営合理化のため、経営拡大を図る受け手に売買するもので、

資金対応はＪＡ資金です。番号２番は、出し手が残地を処分するため、経営拡

大を図る受け手に売買するもので、資金対応は自己資金です。番号３番から４

番は、受け手が北海道農業公社の農地売買等事業による一時貸付を受け、経営

拡大を図るもので、期間はいずれも５年間です。以上、利用権を設定する農用
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地及び内容等その他詳細につきましては記載のとおりとなっており、これらの

内容はすべて農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項各号の要件

を満たしております。なお、これらの案件につきましては、令和７年１１月２

８日に認可及び公告となる予定です。 

 説明は以上です。 

 

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 

（「なし」という声あり） 

ないようですので本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

それでは異議なしということで、議案第１号は原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とし

ます。事務局より説明願います。 

 

記載の方より農地法第５条の規定による農地転用のための権利設定の申請書

提出がありましたので、意見を添え送付のため審議をお願いいたします。今月

は１件で、許可申請地、申請人、転用目的等は記載のとおりです。番号１番

は、譲受人が一般住宅を建築するもので、譲渡人がこれに賛同したものです。              

許可申請地は、いずれも都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が

定められた地域であり、農地法運用通知第２の１の（１）のエの（ア）のｂの

（ｃ）により、３種農地に該当し、許可相当と認められるものです。 

説明は以上です。 

 

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 

（「なし」という声あり） 

ないようですので本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

それでは異議なしということで、議案第２号は原案のとおり決定します。 

 

次に、議案第３号 農地所有適格法人の定期報告についてを議題とします。

事務局より説明願います。 

 

記載の法人より、農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人定期報

告書の提出がありましたのでご審議をお願いします。報告のありました法人数

は１２件で、法人名、所在地は記載のとおりです。これら１２法人について、

定期報告書及び添付書類について確認したところ、農地所有適格法人としての

「組織形態要件」、「事業要件」、「構成員要件」、「業務執行役員要件」、「農作業

従事要件」の全ての要件を満たしていると認められるものであります。 

説明は以上です。 

 

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 

（「なし」という声あり） 

ないようですので本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

それでは異議なしということで、議案第３号は原案のとおり決定します。 



 

菊入会長 

 

 

 

山本係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊入会長 

 

 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

菊入会長 

 

次に、議案第４号 深川市農地移動適正化あっせん基準の一部を改正する訓

令について、ないし議案第６号 現況証明願出取扱い内規の一部改正について

の３件を議題とします。事務局より説明願います。 

 

ご説明いたします。議案第４号及び第５号につきましては、北海道農地移動

適正化あっせん事業実施要領および北海道農地移動適正化あっせん事業実施要

綱の適用についての改正に伴い、深川市農地移動適正化あっせん基準及び農地

移動適正化あっせん事業事務取扱い要綱を一部改正するものです。議案第６号

につきましては、農地法関係事務処理要領の全部改正、北海道農地法関係事務

処理要領の制定及び、農地法施行規則の一部改正に伴い、現況証明願出取扱い

内規を一部改正するものです。改正内容については、本総会前の農政特別委員

会において事前審議され、結果報告のとおり決定することが適当であると審議

いただいたものです。 

説明は以上です。 

 

ここで総会を暫時休憩します。 

深川市農業委員協議会に入ります。 

 

（協議会１０：２６から１０：３４） 

深川市農業委員協議会を終了し、総会を再開します。 

 

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 

（「なし」という声あり） 

ないようですので本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

それでは異議なしということで、議案第６号は原案のとおり決定します。 

 

以上で、議事はすべて終わりましたので、農業委員会総会を終了します。 

 

 

（総会終了 １０時３５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


